


目  次

1凛 |́|1産 1計| 頁 |‐

|

I 年金記録問題への対応に関する事項 1

(1)年金記録問題に関する未解明事案についての実態解明 1

(2)基礎年金番号に未統合になつている記録の統合・解明 2

(3)受給者口加入者への年金記録の確認作業及び確認作業に当たっての市町村との連携 4

(4)年金記録情報総合管理口照合システムによるコンピュータ記録と紙台帳の突合せ 5

(5)年金記録の訂正や再裁定後の支給等を迅速に行うための体制整備 5

(6)標準報酬等の遡及訂正事案についての実態解明・迅速な記録回復 7

(7)ねんきん定期便や常に年金記録が確認できる仕組みによる加入者情報の提供 7

・その他年金記録問題の解決に向けて必要な取組を進める。 8

Ⅱ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 8

1.適用事務に関する事項 8

(1)国 民年金の適用の促進 8

(2)厚生年金保険・健康保険口船員保険の適用の促進 9

2.保険料等収納事務に関する事項

(1)国 民年金の納付率の向上

(2)厚生年金保険・健康保険・船員保険等の徴収対策の推進 16

3.給付事務に関する事項 18

4.相談、情報提供等に関する事項 21

(1)年金相談の充実 21

(2)広報活動の推進 24

5.お客様の声を反映させる取組に関する事項 28

6.電子申請の推進に関する事項 31



1草:
工 業務運営の効率化に関する事項 32

1.効率的な業務運営体制に関する事項 32

2.運営経費の抑制等に関する事項 32

3.外部委託の推進に関する事項 33

4.社会保険オンラインシステムの見直しに関する事項 34

5.その他業務運営の効率化の取組に関する事項 36

Ⅳ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項 37

1.内部統制システムの構築に関する事項 38

2.情報公開の推進に関する事項 42

3.人事及び人材の育成に関する事項 43

4.個人情報の保護に関する事項 45

V予 算、収支計画及び資金計画 47

● 判定基準
Fs」 :平成21年度計画を大幅に上回つている。
「A」 :平成21年度計画を上回つている。
「B」 :平成21年度計画を概ね達成している。
「C」 :平成21年度計画をやや下回つている。
「D」 :平成21年度計画を下回つており、大幅な改善が必要。



⑦中期,日 1標 ④‐中期計画 ◎平成211年度計画 91「瞥薦携1諭11 ?燎 著|:,‐,
の日1本年金1機構‐
||の |‐自己評1価■ 欅毅捏夕

2年金記録問題への対応
○ 国においては、年金記
録問題への対応を「国家プ
ロジェクト」と位置付け、その
早期解決に向け、平成22
年度及び平成23年度の2
年間に集中的に予算・人員
を投入して取り組み、平成2
5年度までの間に多角的に
取り組むこととしている。日
本年金機構においては、厚
生労働省と緊密に連携し
て、年金記録問題への対応
を当面の最重要課題として
取り組むこと。
〇 年金記録問題の解決に
向けては、厚生労働省に設
置されている外部有識者に
よる委員会等の議論も踏ま
え、以下の事項について、
計画的に取り組むこと。

I 年金記録問題への対応に関する
事項
〇 年金記録問題の解決に向け、以
下の取組をII画的に進める。

I 年金記録問題への対応に関する
事項
年金記録問題の解決に向け、以下の

取組を進める。特に、ねんきん特別
便、ねんきん定期便の処理及び再裁
定の迅速化について、重点的に体制を
整備して取り組む。

I 年金記録問題への対応に
関する事項
年金記録問題の解決に向けた
取組を計画的に進めているか。
特に、ねんきん特別便、ねんき
ん定期使の処理及び再裁定の
迅速化について、重点的に体
市1を整備して取り組んでいる
か。

〇年金記録問題の解決に向けた取組を計画的に
進めるため、ねんきん特別便やねんきん定期便
の処理、再裁定期間の短縮等に係る具体的な目
標を盛 り込んだ「年金記録問題への対応の実施
計画 (工 程表)」 (以下「工程表」という。)

を取 りまとめ、平成22年 3月 29日 に公表 しまし
た。 【別表11工程表概要】

評価 :B‐   ■|■ ‐
(理由)

3月 29日 に22年 4月 以降の工程表
を取りまとめ、公表しました。
1月 から3月 までの間については、
重点的に取り組む課題を決め、計
画的な処理を実施しました。
また、22年度に向け、新規事業等
(受 給者便、基金突合及び紙台帳
突合)に伴う職員増員分の前倒し
配置(4月 )や 21年度の特定業務
契約職員数等を22年度も維持す
る方針(現任者の優先採用を含
む)を決め、実施体制の整備を図
りました。

評価.1‐ 3‐ ■|1111‐ ■■|
(理由)

〇社会保険庁から日本年金機構
への移行期における効率の低下
はあつたが、予定していた年金記
録問題の解決に向けた取組につ
いては、概ね着実に実施した。
特に、平成22年 3月 29日 に取りま

とめられた「年金記録問題への対
にの実施計画(工程表 )」 について
は、現場の意見を聞いた上で、処
理の実情を反映したものとなって
いると承知しており、工程表の各目
標に沿つた取組を着実に実施され
たい。

・年金記録問題に関する未
解明事案についての実態
解明

(1)年金記録問題に関する未解明事
案についての実態解明

・各種のサンプル調査の実施などを通
じて未解明事案についての実態解明
を進める。

(1)年金記録問題に関する未解明事
案についての実態解明

・各種のサンプル調査の実施などを通
じて未解明事案についての実態解明を
進める。

(1)各種のサンプル調査の実
施などを通じて、年金記録問題
の未解明事案についての実態
解明を進めているか。

'現
在、国民の皆様にお送 りした「ねんきん特

1便 」 (※ 1)、 「年金記録の確認のお知らせ」
(黄色便)(※ 2)、 「ねんきん定期便」 (※

等に関し、ご本人から申出のあつた記録の調
:等 を行い、基礎年金番号に統合されていない
1録 (以下「未統合記録」という。)の解明・
:合 を進めています。

《用語解説》

1著套畠爆謹幾覧湛蓮覇輸劇]彙霧:晶
|

1録の持ち主である可能性がある方に平成20 1
籠馴患講量で′螺躙 智 |を行つている。              |
(※ 3)平成21年4月 より、全ての現役加入者 |

|:   |
い、結果を本人にお知らせしている。     |

評価 :BI ■・
(理 由)

脱退手当金の支給日より前に脱
退手当金の計算の基礎とされてい
ない厚生年金被保険者期間があ
る記録についてのサンプル調査を
2月 から行い、その実態解明に努
めました。
標準報酬月額の不適正な遡及訂
正が行われた可能性のある記録
についてさらなる実態解明を進め
るため、2条件のみ又は1条件のみ
に該当する記録のサンプル調査
実施の準備を進めました。

評価 1甲
‐
|‐■ |:‐ |‐ |‐ |‐

(理由)

○脱退手当金の支給日より前の
加入記録が脱退手当金の算定基
礎とされずに残っている事案につ
いては、22年 2月 にサンプル調査を
実施した。なお、この結果を基に、
22年 4月 に新たな回復基準が設
定されている。
また、平成22年度予算に計上し

ている標準報酬遡及訂正事案に
係るサンプル調査については、4月
からの調査に向けた準備を行つ
た。
これらのサンプル調査について

は計画的に取り組まれたものと考
えられる。
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・基礎年金番号に未統合に
なつている記録の統合・解
明

11111111111111111111Fl11111111111,||111

(2)基礎年金番号に未統合になって
いる記録の統合・解明
・未統合記録については、「ねんきん
特別便」・「ねんきん定期便」、各種解
明作業に基づく「年金記録の確認のお
知らせ」(黄 色使)等の回答に係る記
録確認作業を引き続き実施することに
より、解明・統合を進める。

(2)基礎年金番号に未統合になつてい
る記録の統合・角4明
・未統合記録については、「ねんきん特
別便」・「ねんきん定期便」、各種解明
作業に基づく「年金記録の確認のお知
らせ」(黄色便)等の回答に係る記録確
認作業を引き続き実施することにより、
解明・統合を進める。

(2)基礎年金番号に未統合に
なつている記録については、
「ねんきん特別便」・「ねんきん
定期便」、「年金記録の確認の
お知らせ」(黄色便)等の回答
に係る記録確認作業の実施に
より、解明・統合を進めたか。

① ねんきん特別便12,751,568件 (523,352件 )

②「年金記録の確認のお知らせ」(黄色便)

1,014,490件 (289,242件 )

③ ねんきん定期便  654,354件 (361.214件) |
※ ( )内 の件数は、機構における処理件数  |

(平 成22年 1月 から3月 )

【参考2】 平成22年 3月 末時点の残件数
① ねんきん特別便       576,760件
② 「年金記録の確認のお知らせ」 (黄色便)

③ ねんきん定期便
393,431件
734,286件

○また、これまでに記録回復が図られた事案や
年金記録確認第二者委員会 (※ 4)に おけるあっ
せん事案及び非あつせん事案について分析を行
うとともに、下記のようなサンプル調査につい
て実施又は実施準備し、さらなる記録回復のた
めの方策の検討を行いました。

・ 脱退手当金 (※ 5)の 支給日より前に脱退手
当金の計算の基礎とされていない厚生年金被保
険者期間がある記録 (約 19万 件)に ついてのサ
ンプル調査を実施しました。2月 末までに本人調
査を実施した事案の中間集計によれば、面接で
きた方の約1割が、実際には脱退手当金の支給を

|[:量増3崚:写Zて首FTll曹焉督雰鵜色
信量糖:霙罰コ色絶鶉纂声ジ霙霜

12月 末と比べ55万 件増加)し未統 |

合記録の統合を着実に進めまし
た。一方、「今後、更に解明を進め
る記録」は、21年 12月 末と比べると
7万件の減少に留まっており、解明
が困難な記録が残っていると考え
られます。このため、今後実施す
る紙台帳とコンピュータ記録の突
合せにおいて、未統合記録につい
ても突合せを行い解明につなげて
いくことを検討しました。

鷲 酔
|●:=■■ ■ ■■

1

0ねんきん特別便の回答に係る記
録確認作業については、着実に実
施された。
なお、1～ 3月 の処理件数のペー
スで進めば、平成21年 3月 以前受
付分を22年 7月 末を目途に完了と
した工程表の目標を達成するもの
と考えられる。

Oねんきん定期便は、その送付を
着実に実施した。記録調査の実施
状況に係る評価については、平成
22年度以降に行う。

O黄色使の記録調査については、
機構設立時に処理の停滞はあつた
ものの、2,3月 はその調査が進ん
でおり、一定の評価ができる。
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《用語解説》

(※ 4)年金記録の確認について、国 (厚生労

働省)倶 1に記録がなく、本人も領収書等の物
的な証拠を持つていないといつた事例につい

て、国民の立場に立つて、申立てを十分に汲

み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正

に関し公正な判断を示すことを任務とする、

総務省に設置された委員会のことを言います。
年金記録の訂正が必要と判断された場合、

その結果を踏まえ、総務大臣から厚生労働
大臣に対しあつせんを行います。

(※ 5)厚生年金保険制度への加入期間が短

く年金を受け取る権利が発生しない方に対し
て、請求に基づき支払う一時金であり、その

支払を受けた場合には、その算定対象となっ

た加入期間は年金支払の対象外となります。
この脱退手当金制度は、厚生年金保険制

度発足当初において、保険料の掛け捨てが

生じることをできるだけ避けるために設けられ
ていたものですが、昭和60年の年金制度改
正において基礎年金制度を導入したことに伴
い、原則として廃止されています。

○これ らの取組の結果、平成18年 6月 に5,095万
件あった未統合記録のうち、「既に統合済みの
記録」は、平成19年 12月 時点の310万 件から平成
22年 3月 時点においては1,403万 件に増加 し、
「統合済みの記録」「一定の解明がなされた記
録」「解明作業が進展中の記録」を除いた「今
後、更に解明を進める記録」は、平成19年 12月

時点の2.445万 件から平成22年 3月 時点において
は995万件まで減少しました。

【別表2:未統合記録の統合・解明の推移】
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・受給者・加入者への年金
記録の確認作業及び確認
作業に当たつての市町村と
の連携

1■11■1111111==|:||||||■ |||:11
(3)受 給者・加入者への年金記録の
確認作業及び確認作業に当たつての
市町村との連携
・受給者・加入者の年金記録につい
て、ねんきん特別便による確認作業を
行う。
・特に、名寄せ特別便については、「訂
正なし」と回答のあつた方及び未回答
の方のうち、結び付く可能性が高い記
録について、フォローアップを確実に
イテう。
・その際、市区町村が保有する電話番
号や住所等の情報提供及び電話又は
訪間による記録の確認調査の実施な
どに協力いただくことにより、年金記録
の確認の促進を図る。

(3)受給者'加 入者への年金記録の確
認作業及び確認作業に当たつての市
町村との連携
・受給者・加入者の年金記録につい
て、ねんきん特別使による確認作業を
イラう。
・年金受給者に送付した名寄せ特別便
に対して「訂正なしJと回答した方及び
未回答の方のうち、ご本人の記録であ
る可能性が高い方には、記録確認の
注意喚起の文書、特別便に未回答の
方には回答のお願いをねんきん定期
便に同封する。
・電話番号等の情報提供及び電話や
訪間による記録の確認調査に協力い
ただける市区町村と連携を図り、年金
記録の確認の促進を図る。

11111■ ||1111■ ||■■|111==
(3)受 給者・加入者への年金
記録の確認作業を行うととも
に、確認作業に当たつて市区
町村との連携を図り、年金記録
の確認の促進を図つたか。

O旧社会保険庁において平成19年 12月 から20年 10

月までの間に送付したねんきん特別便 (全 ての受
給者・加入者約1億 9百 万人に送付)に ついては、
平成22年 3月 26日 現在で約8,084万 人から回答 (特

別使の未回答者でねんきん定期便で回答をいただ
いた方を含む)を いただき、このうち、約97%の
方 (約 7,859万 人)の年金記録の確認作業が完了し
ました。        ′

○加入者に送付した名寄せ特別使 (※6)に 「訂正
なし」と回答された方又は未回答の方のうち、ご
本人の記録である可能性が高い方には、ねんきん
定期便に名寄せ記録の一部を同封して記録確認の
注意喚起又は回答の勧奨を行いました。 (平 成21

年度送付数 :約 121万 件)

○加入者のうち、全員特別便 (※ 7)に未回答の方
に対しては、ねんきん定期便に「回答のお願い」
を同封しました。 (平成21年 度送付数 :約 2,000万
件)

《用語解説》

(※ 6)平成18年 6月 時点において5,095万 件

あつた未統合記録と基礎年金番号で管理され
ている記録を氏名、性別及び生年月日の3情

報を用いて突合せ、一致した方1,030万 人に対
して送付した「ねんきん特別便」のことを言いま

す。

(※ 7)ねんきん特別便は全ての年金受給者・

加入者に対して送付しましたが、そのうち、名

寄せ特別使以外の特別使のことを言います。

評|■|^111111111:
(理由)

ねんきん特別便の処理を進めると
ともに、名寄せ特別使の対象者
で、ご本人の記録である可能性が
高い方等に対して、フォローアップ
を着実に実施しました。
年金受給者に送付した名寄せ特
別便については、市区町村に電話
番号や住所の把握、可能な場合
には記録の調査の協力をお願い
をしました。
この市区町村の協力については、
旧社会保険庁における取組みを
引き継いだものですが、平成21年
12月 末現在調査に協力いただい
た市区町村数は110に留まつてい
ましたが、22年 1月 以降年金事務
所等から改めて市区町村に協力
を求め、22年3末月までに1,347の

市区町村に調査の協力をいただき
ました。

計画|～|1111111=
(理由)

〇名寄せ特別便の対象者につい
ての市区町村による記録確認作業
は、まずは市区町村の協力があつ
て実現するものではあるが、社会
保険庁から引き継いだ段階で必ず
しも前向きな回答が得られていな
かつた市区町村に機構から積極的
に働きかけた結果、22年 1～ 3月

の間に、新たに約300市区町村か
ら「協力する」との回答を得て、全
体で約6,000人 の方の記録がご本
人のものであると確認ができたこと
については一定の評価ができる。

Oねんきん特別使に未回答の方
に対しては、ねんきん定期便に回
答勧奨のお手紙を同封する対策を
講じた。

〇年金受給者に送付 した名寄せ特別使に「訂正
なし」と回答された方又は未回答の方のうち、
ご本人の記録である可能性が高い方に対 して
は、旧社会保険事務所等において個別にご本人
に記録の確認を行つてきましたが、旧社会保険
事務所等ではご本人の連絡先が分からず接触で
きない方について、市区町村へ協力を求め、そ
の方の電話番号や住所の把握、可能な場合には
記録の調査のお願いを行つてきました。

その結果、平成22年 3月 末現在で、約1.451市 区
町村から協力いただける旨の回答をいただき、
同月末までに1,347の 市区町村において調査を
行つていただきま した。その結果、調査対象
Иl,530人 のうち、26,フ 80人 の電話番号や住所等
が把握され、市区町村及び年金事務所における
確認により、5,508人 について記録がご本人のも

|[:li[iilli[i鶯
うヽ3:1:l;
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・年金記録情報総合管理・
照合システム(コ ンピュータ
記録と電子画像化した紙台
帳の検索を一体的に行う機
能、突合せ結果を管理する
機能等を有するシステム)に

よるコンピュータ記録と紙台
帳の突合せ

(4)年 金記録情報総合管理 ,照 合シス
テムによるコンピュータla録と紙台帳
の突合せ
・平成22年 度前半に年金記録情報総
合管理・照合システムを構築し、当該
システムを用いて、紙台帳等とコン
ピュータ記録との突合せを、優先順位
を付けた上で効率的に実施する。

(4)年金記録情報総合管理・照合シス
テムによるコンピユータla録と紙台帳
の突合せ
。年金記録情報総合管理・照合システ
ムの構築に向けて、紙台帳の電子画
像化、アプリケーションソフトの開発、
サーバ等のハード機器の整備等を進
めるとともに、紙台帳とコンピュータ記
録との突合せに向けて、第1次審査要
員の確保等必要な調達手続きを進め
る。

(4)紙 台帳検索システムの構
築に向けた紙台帳の電子画像
化や紙台帳とコンピュータ記録
との突合せに向け必要な調達
手続きを進めたか。

○コンピュータ上で管理されている年金記録を
正確なものとするため、紙台帳等で管理されて
いた記録の内容とコンピュータ記録との突合せ
を行うこととし、そのために必要となる紙台帽
検索システム (年金記録情報総合管理・照合シ
ステム)の構築に向け、紙台帳の電子画像化、
アプリケーションソフ トの開発、機器の整備等
を進めました。
また、紙台帳とコンピュータIB録 の突合せ作業
については、今後、平成22年秋頃までに開始す
ることとし、そのために必要となる突合せ作業
マニュアルの策定や突合せ業務の外部委託の調
達に向けた手続き等の準備を進めました。

評価iC I‐ ■|‐

(理 由)

システム等の整備、業務委託の調
達手続等、平成21年度は概ね予
定通り準備を進めましたが、調達
過程において、職員から関係業者
への情報漏洩が発生しました。

評価:C■■ |‐ ■| ||‐
‐

(理由)

○平成22年秋から開始予定の紙
台帳とコンピュータ記録の突合せ
作業に向け、紙台帳の電子画像
イし、アプリケーションソフトの開発、
機器の整備等及び各種調達手続
きを着実に実施した。
しかしながら、突合せ作業の拠点

設置に係る調達手続きにおいて、
情報管理やコンプライアンスの観
点から問題があつた。

・年金記録の訂正や再裁定
後の支給等を迅速に行うた
めの体制整備

(5)年金記録の訂正や再裁定後の支
給等を迅速に行うための体制整備
・年金記録の統合状況等に応じて、再
裁定の迅速な処理を行うための体制
を整備する。

(5)年 金記録の訂正や再裁定後の支
給等を迅速に行うための体制整備
・年金記録の統合状況等に応じて、再
裁定の迅速な処理を行なうための体制
を整備する。

(5)年金記録の統合状況等に
応じて、再裁定の迅速な処理を
行うための体制を整備したか。

○平成22年 1月 の機構発足時においては、社会保
険庁における豊富な業務経験を有する職員の減
少や、新規採用職員の配置に伴い新たな体制に
なったことにより、人員体制が十分に確保され
なかつた状況にあったため、年金事務所におけ
る再裁定 (※ 8)の 申出受付から本部への進達
(※ 9)ま でに要する平均処理期間の短縮化に向

けて、平均処理期間や未進達件数が増加 してい
る年金事務所に対して、1月 以降の処理状況を把
握したうえで、業務方法等について指導を行う
など、取組を推進しました。その結果、平均処
理期間については06か月で構ばいですが、未進
達件数については減少しました。

評価:B  I ‐| ‐|
〈理由)

再裁定については、本部体制の強
化等により平均処理期間の短縮を
図りました。
なお、時効特例給付の処理期間に
ついては、短縮へ向けた取組みが
必要です。

評価1甲 |■
|‐ ■■|‐■|

(理由)

○再裁定処理を迅速に行うため
に、年金事務所から職員を本部に
/Ft遣 し体制強化に努めた結果、平
均処理期間は工程表で目標として
設定している約25ヵ 月を既に達成
した。

〇時効特例給付の処理について
は、短縮化に向け、体制を増強す
る等の対策を講じる必要がある。
(参考 :工程表における目標は概
ね2ヶ 月程度)

(※ 8、 ※9)再裁定とは、年金受給者の受給
権発生日以前の被保険者記録を訂正した
ことで年金の決定を改めて行う処理のこと

を言い、進達とは、その再裁定の申出書等

を年金事務所(事務センター)から機構本部
に送付する事務処理のことを言います。

平成 22年

1月

平成 22

年 2月

平成 22

年 3月

平均処理期間 06か 月 06か 月 06か 月

未処理件数 25万 件 23万 件 20万 件
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・標準報酬等の遡及訂正事
案についての実態解明.迅

速な記録回復

(6)標 準報酬等の遡及訂正事案につ
いての実態解明・迅速な記録回復
・受給者・カロ入者にご自身の年金記録
を確認していただいた上で、一定の条
件を満たす場合には年金事務所段階
でのIE録回復を行うことにより、被害
の救済を速やかに進める。

(6)標 準報酬等の遡及訂正事案につ
いての実態解明・迅速な記録回復
・加入者への「ねんきん定期便」や受給
者への「厚生年金加入記録のお知ら
せ」の送付等により、ご本人に記録を
確認していただくことを通じて、被害の
救済を速やかに進める。
・一定の条件を満たす場合には、年金
記録確認第二者委員会に送付すること
なく、年金事務所段階でのIE録回復を
行うことにより、被害の救済を速やかに
進める。

(6)標 準報酬等の遡及訂正事
案について、ご本人による記録
確認・年金事務所段階での記
録回復を行うことにより、記録
回復を速やかに進めたか。

○旧社会保険庁当時の平成21年 12月 より厚生年金
受給者等に対し、「厚生年金加入記録のお知らせ」
の送付を開始し、標準報酬を含む年金記録に関する
情報の提供を行いました。(平 成22年 3月 末までに約
920万人へ送付。最終的には、平成22年 11月 まで
に、厚生年金受給者等約2,800万 人に送付予定。)

○従業員であつた方の事案であつて、本人が所有す
る給与明細書等や犀用保険の記録等により勤務や
給与の実態が確認できる場合や、不適正な処理の
可能性のある記録(約 69万 件)について、一定の条
件を満たす場合については、年全記録確認第二者
委員会へ送付することなく、年全事務所において記
録回復を行うことにより、速やかな年金額の回復を
図りました。

評価 :B‐  |■ ‐‐

(理由)

機構発足後の記録回復件数が3ヶ

月で158件という実績であり、着実
に件数を伸ばしています。

評価 :B  ‐■
‐  |

(理由)

○「ねんきん定期便Jや「厚生年金
加入記録のお知らせJにより標準
報酬を確認いただく取組を着実に
進めた。

O厚生年金受給者(約 2万件)の
戸別訪間対象者の対応について
は、従業員事案で「記録言T正の意
思あり」、「記録が事実と相違あり」
と回答した方への働きかけや当該
事案に係る対応状況の進捗管理
を適切に実施した。

〇年度途中に社会保険庁から日
本年金機構への移行が行われた
こと、平成21年 12月 に新たな回復
基準が設定されたこと等の要因に
より、厳密な意味での比較は困難
であるが、平成20年 12月 から平成
21年 12月 までの旧社会保険事務
所段階での記録回復件数が715件
(月 平均約60件 )で あるのに対し、
機構発足後の記録回復件数が158

件(月 平均約53件 )で あった。

・ねんきん定期便や常に年
金記録が確認できる仕組み
による加入情報の提供

(7)ね んきん定期便や常に年金記録
が確認できる仕組みによる加入者情
報の提供
・被保険者に対して、保険料納付実績
や年金見込み額をお知らせする「ねん
きん定期便」を実施する。
・自分の年金記録 (年金見込額及び保
険料納付額を含む)を常に確認可能と
する仕組みを構築する。

(7)ね んきん定期便や常に年金記録
が確認できる仕組みによる加入者情報
の提供
・被保険者に対して、保ltt料 納付実績
や年金見込み額をお知らせする「ねん
きん定期便」を送付する。
・自分の年金記録(年金見込額及び保
険料納付額を含む)を常に確認可能と
する仕組みの構築に向けて検討する。

(7)「 ねんきん定期便」の送付
を行うとともに、常に年金記録
が確認できる仕組みの構築に
向けて検討を行つたか。

〇旧社会保険庁当時の平成21年 4月 より、全ての被
保険者の方に対し、誕生月に「ねんきん定期便」を送
付し、年金記録に関する情報の提供を行いました。
(平成22年 3月 末までに、6,673万 人に送付)

〇平成23年 2月 を目途に、現在のパソコンを使ったイ
ンターネットでの年金記録の確認をより使いやすいも
のにするとともに、自宅でパソコンが使えない方で
あつても市区町村、郵便局等のパソコンを使つて、保
資料納付状況などを確認できるようにすることとしま
した。現在、この実現に向けた検討を進めています。

【別表5,インターネットによる年金記録の確認】

評価 :A  I‐ ‐

(理 由)

全ての被保険者の方に対し「ねん
きん定期便」を送付しました。
インターネットによる年金個人情報
の提供については、即時照会の実
現など、より使いやすいものにす
るとともに、市区町村や郵便局等
においても確認できる仕組みの検
討を行いました。検討にあたって
は、平成22年度予算等で予定して
いた機能に加え、自分の履歴表の
作成をサポートする機能や自分で
条件を自由に設定し、在職老齢年
金などの見込額を試算できる機能
も追加することなど幅広い検討を
行いました。

評価 :AI ‐| ■ |||
(理由

'

Oね んきん定期便の送付によっ
て年金加入者情報の提供を計画
通り行つた。

O常 に年金記録が確認できる仕組
みの構築については、平成22年度
予算等で予定していた機能に加
え、自分の履歴表の作成をサポー
トする機能や自分で条件を自由に
設定し、在職老齢年金などの見込
額を試算できる機能を追加するた
めなどに必要なシステム改修の検
討や調達計画の検討が行われ、2
2年度からの着手の準備が進めら
れた。




